
 

    

今日は、１月２４日（火）です。昨日

スト教国のフィリピンでもこの日は祝日

日本人は季節の移り変わりに敏感で

に表現することを好みます。 

年中行事や風習も、殆ど自然の変化

レオリオ歴（太陽暦）への切り替えで

皐月（さつき）の梅雨が６月になってしまい

のでは、梅雨で星どころではなくなりました

また、同じように３月３日の桃の節供

ウスものの野菜は売っていますが）。

旧暦では、ひと月を月の満ち欠けの

８月１５日です。ところが、新暦では

です。 

今年は、弥生３月と卯月４月の間に

が新暦とかなり違ってくると予想されます

 消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税はちょっとはちょっとはちょっとはちょっと待待待待

野田政権は、本気で消費税増税を実施

ろ反対のようです。 

私は、社会保険労務士として、年金

源が足らないことは充分分かっている

しかし、国内の景気が低迷している

非常に不透明だと思います。 

私は顧問先企業様から毎月顧問報酬

５００円を請求させていただく訳ですが

なければなりません。 
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昨日２３日は、旧暦では元日にあたり、中国では

祝日だそうで、アジア諸国では広く旧歴で新年が

で、自然をこよなく愛し、和歌・俳句・書画に四季

変化に結びついています。ところが明治５年の旧暦

えで、これが上手くいかなくなってしまいました。

になってしまい、七夕（たなばた）の７月７日をそのまま

どころではなくなりました。 

節供に桃の花はないし、お供えする作物もありません

）。 

けの周期で数えるので、満月は必ず１５日ですから

では８月１５日が必ず満月になる訳ではなく、お供

に閏月が入り、一年が１３ヶ月あります。このような

されます。閏月がなぜあるのか？については、次回

待待待待ってってってって！！！！                       

実施する構えのようですが、党内には反対意見が

年金をはじめとして社会福祉に深く関わった仕事をしておりますので

かっている積りです。 

している状況で、はたして消費税の増税分を小売価格に転嫁

毎月顧問報酬をいただいています。現在は例えば顧問報酬３

ですが、消費税が１０％になれば、３３，０００円
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では春節といいます。キリ

が祝われています。 

四季のたたずまいを微妙

旧暦（太陰太陽歴）からグ

 

をそのまま新暦に読み替えた

もありません（スーパーではハ

、中秋の名月は旧暦の

供えの里芋もまだ早いの

このような年は、季節の変化

にご説明します。 

                  （（（（益田益田益田益田）））） 

が多く、野党は今のとこ

をしておりますので、財

転嫁できるかどうかは、

万円の場合は、３１，

を請求させていただか
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理屈では、顧問先様は、私に支払った消費税３，０００円を売上高に含まれる消費税から控除できるので

すが、現在のデフレ状況の中で、顧問先様が増税分を売上高に転嫁できなければ、かなり辛いことになりま

す。 

そんなジレンマを抱えて思い悩んでいたところ、ある雑誌に金融コンサルタントの岩本沙弓氏が書いてい

る記事に興味を引かれたので、少々長文ですが、以下に引用いたします。 

「２０１１年１０月３１日に野田政権は１日の規模としては過去最大の８兆円と推定される為替介入を実

施した。 

円を売って外貨（米ドル）を買う為替介入は国民の資産をリスクに晒す行為である。（中略）ドルを買う

ために必要な円資金は、財務省が政府短期証券（FB）を発行し、市中の金融機関などに購入してもらって調

達する。我々が金融機関などに預けている預金が為替介入の原資になっているのだ。そして、FBは財務省

が発行する債券なので政府の借金として計上される。２０１１年９月末時点での政府債務残高は過去最高の

９５４兆４１８０億円と発表されたが、そのうち１００兆円は過去の為替介入によって蓄積された負債であ

る。 

小泉政権下では異常ともいえる４０兆円以上の為替介入が１ドル＝１００円台で実施された。１ドル＝７

５円とすればドルは２５％減価しているので、この当時の介入分だけで１０兆円ほど為替差損が出ている（運

用利回りを踏まえれば実損は少なくなるが）。 

本来ならば介入の責任は財務省、財務大臣や日本国政府にあるはずなのだ。しかし、国民の資産を扱って

いるにもかかわらず、これまで介入による損失が追及されてこなかったことが象徴するように、為替介入の

責任の所在というのは極めて曖昧である。 

１００兆円もの資金をいったいいつ使用することを国民が認めただろうかと思われるに違いない。責任の

所在がはっきりしなければ、一部の人間や組織の都合のいいように介入ができ、こうしていつの間にか１０

０兆円もの資金が使えてしまうのだ。 

為替市場は非常に大きなマーケットのため、一国で介入しても、また協調介入のように複数国で協力して

いっても他の様々な経済的な要因の後押しがなければ、相場を反転させることは難しい。それがわかってい

るので、日本以外の各国では、国民の資産を使ってしかも為替変動のリスクを負う為替介入について議会や

国民の目は厳しい。」 

岩本氏の論文はまだ続くのですが、ここまで読んだだけでも、巨大な資金運用が国民の目の届かないとこ

ろで行われていることに愕然とします。 

私たちは、学校で日本は資源の乏しい国だから、ものを作って外国に輸出して外貨を稼いで成り立ってい

ると教わって来ました。だから円高になると、外国にものが売れなくなるので大変だと刷り込まれています。 

マスコミの街頭インタビューがよく放映されますが、円高についてどう思いますかという質問に対し、ビ

ジネスマン風の通行人が難しい顔をして、輸出が減ることが心配だと発言します。一方、若い女性は恥ずか

しそうに、外国に安く旅行できるので助かりますなどと答えています。 

円高は日本経済に悪影響があり、メリットを受けるのは、個人的な楽しみに過ぎないという構図が作られ

ていると考えるのは、私のうがった見方でしょうか。 



 

つまり、円高は悪いことだから、円高

あるように感じます。 

 

本題に戻って消費税についてですが

ていました。 

民主党は３年前に、財源は霞が関の

はやめてしまったのでしょうか。それどころか

います。その一方で、けなげな国民は

の懐からお金を出そうとしています。

政府は、我々の借金を子どもたちに

はこれからずっと高い消費税を払って

く、３０％に達するだろうと予測する

です。 

    今春今春今春今春はははは法改正法改正法改正法改正がががが目白押目白押目白押目白押しししし  

１１１１））））高年齢者等高年齢者等高年齢者等高年齢者等のののの雇用安定等雇用安定等雇用安定等雇用安定等にににに関関関関

労働政策審査会（諏訪康雄会長）は

０歳に達した社員を継続雇用する際に

る制度（継続雇用基準制）を廃止することが

老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分

昭和２４年４月２日から昭和２８年４

て老齢基礎年金が６５歳から支給される

ては、報酬比例部分の支給開始年齢が

つまり、この年齢層からは、定年から

用基準制に基づき継続雇用を拒否すると

付けることにした。ただし、就業規則

する扱いを可能とする。 

２２２２））））協会協会協会協会けんぽけんぽけんぽけんぽ保険料保険料保険料保険料 10.0%にににに引上引上引上引上

中小企業の従業員や家族ら約３，４８０

２６日、２０１２年度における保険料率

結果を発表しました。高齢化による医療費

小宮山厚生労働相が認可して引き上げが
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円高を是正するために為替介入するのは当然であるという

についてですが、私も以前は、社会福祉の財源確保のためには

の埋蔵金で賄えると主張して、政権を取りましたが

それどころか、日本政府として巨額の資金を投じて

は、国には財源がないと言われて、消費税増税を

。 

どもたちに先送りしてはならないと言いますが、今消費税

って生きて行くのです。しかも、消費税が１０％で

する経済学者もいますから、消費税増税では何も解決

 

関関関関するするするする法律法律法律法律のののの改正改正改正改正 

は、高齢者雇用対策について、小宮山厚生労働大臣

に、一定の基準を設け、その基準に達しない場合

することが適当とした。 

定額部分に分かれており、定額部分の支給開始年齢

４月１日生まれの男性からは、定額部分の支給がなくなり

される。そして、いよいよ昭和２８年４月２日以降

が従来の６０歳から６１歳に繰り下げられることになる

から１年間は無年金となるケースが出てくることになり

すると、その労働者は収入を失うことになる。このため

就業規則における解雇事由や退職事由に該当する場合は

引上引上引上引上げへげへげへげへ  

４８０万人が加入する「協会けんぽ」（全国健康保険協会

保険料率（全国平均）が現行の９．５％から１０．０

医療費の増加が主な要因であり、引上げは３年連続

げが正式に決まる。  

であるという暗黙の了解が

のためには、増税しかないと思っ

りましたが、その後埋蔵金探し

、為替介入を実施して

納得させられて、自分

今消費税を上げれば、子ども達

上限に達する訳ではな

解決しないことは明らか

小宮山厚生労働大臣に建議した。従来６

場合は継続雇用を拒否でき

支給開始年齢は順次繰り下げられ、

がなくなり、これに代え

日以降に生まれた男性につい

げられることになる。 

てくることになり、会社が継続雇

このため、継続雇用を義務

は、継続雇用の対象外と

全国健康保険協会）は、１２月

％に上昇するとの試算

年連続となる。今年２月に
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３３３３））））国民年金未納保険料国民年金未納保険料国民年金未納保険料国民年金未納保険料をををを１０１０１０１０年分遡年分遡年分遡年分遡ってってってって納付納付納付納付することがすることがすることがすることが可能可能可能可能にににに 

未納になっている国民年金保険料は、現在２年分までは遡って納付（事後納付）することができるが、こ

れを１０年分に延長する改正国民年金法が昨年の８月４日の衆院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成

多数で可決、成立した。これにより、最大約４０万人が無年金を免れるほか、最大１６００万人の年金受給

額が増えることになる。  

事後納付の拡大は３年間の時限措置。未納保険料をさかのぼって納めてもらうことで、無年金者や低年金

者の発生を防止することが狙い。収める月額保険料には当該年度の保険料に利子が加算され、１万４３４０

円～１万５３５０円となる予定。１０年分の未納保険料を納めれば、受け取る年金が約１万６，５００円増

える計算となる模様。  

国民年金の年金受給資格期間は２５年間。保険料を支払った期間が１カ月でも足りなければ、老後に受け

取る年金はゼロになる。また、２５年以上払っていたとしても保険料の未納期間があれば、その分受け取る

年金も減額される。今回の事後納付が過去１０年間可能になったため、このような人にとって救済になる。  

ただ、改正国民年金法の施行予定日は平成２４年１０月１日までに具体的な事務手続き等を整備してからと

なっており、実際に納付可能となるのは今年の平成２４年１０月前後となる見込み。 

４４４４））））有期雇用有期雇用有期雇用有期雇用はははは５５５５年年年年までまでまでまで 

労働政策審議会は、有期労働契約の長期にわたる反復・継続を抑制する必要があるなどと指摘した「有期

労働契約の在り方」について、小宮山厚生労働大臣に建議した。 

同一の労働者と使用者の間で５年を超えて有期労働契約が反復更新された場合、労働者の申出により、期

間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入する。転換に際しての労働条件は、期間の定めがなくな

る以外は従前と同一でよいとする。 

厚生労働省は、今日から始まる通常国会に労働契約法などの改正案を上程する意向。 
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